
電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

第
四
章

無
線
従
事
者

（
無
線
設
備
の
操
作
）

第
三
十
九
条

第
四
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
無
線
設
備
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
無
線
従
事
者
（
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
船
舶
局
無
線
従
事
者
証
明
を
受
け
て
い
る
無
線
従
事
者
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
外
の
者
は
、
無
線
局
（
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
を
行
う
者
（
以
下

「
主
任
無
線
従
事
者
」
と
い
う
。
）
と
し
て
選
任
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選
任
の
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
よ
り
監
督
を
受
け
な

け
れ
ば
、
無
線
局
の
無
線
設
備
の
操
作
（
簡
易
な
操
作
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
舶
又
は

航
空
機
が
航
行
中
で
あ
る
た
め
無
線
従
事
者
を
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

モ
ー
ル
ス
符
号
を
送
り
、
又
は
受
け
る
無
線
電
信
の
操
作
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
操
作
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第

四
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
無
線
従
事
者
で
な
け
れ
ば
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

３

主
任
無
線
従
事
者
は
、
第
四
十
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
無
線
従
事
者
で
あ
つ
て
、
総
務
省
令
で

定
め
る
事
由
に
該
当
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

無
線
局
の
免
許
人
等
は
、
主
任
無
線
従
事
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
任

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選
任
の
届
出
が
さ
れ
た
主
任
無
線
従
事
者
は
、
無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
職
務
を
誠
実
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選
任
の
届
出
が
さ
れ
た
主
任
無
線
従
事
者
の
監
督
の
下
に
無
線
設
備
の
操
作
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
主
任
無
線
従
事
者

が
前
項
の
職
務
を
行
う
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
す
る
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

無
線
局
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
免
許
人
等
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選
任
の
届
出
を
し
た
主
任
無
線
従
事
者
に
、
総
務
省

令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
、
無
線
設
備
の
操
作
の
監
督
に
関
し
総
務
大
臣
の
行
う
講
習
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
選
解
任
届
）

第
五
十
一
条

第
三
十
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
主
任
無
線
従
事
者
以
外
の
無
線
従
事
者
の
選
任
又
は
解
任
に
準
用
す
る
。



第
五
章

運
用

第
四
節

無
線
局
の
運
用
の
特
例

（
非
常
時
運
用
人
に
よ
る
無
線
局
の
運
用
）

第
七
十
条
の
七

無
線
局
（
そ
の
運
用
が
、
専
ら
第
三
十
九
条
第
一
項
本
文
の
総
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
操
作
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
簡
易
な

操
作
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
免
許
人
等
は
、
地
震
、
台
風
、
洪
水
、
津
波
、
雪
害
、
火
災
、
暴
動
そ
の
他
非
常
の
事
態
が
発
生
し
、

又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
人
命
の
救
助
、
災
害
の
救
援
、
交
通
通
信
の
確
保
又
は
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
通
信
を
行
う
と

き
は
、
当
該
無
線
局
の
免
許
等
が
効
力
を
有
す
る
間
、
当
該
無
線
局
を
自
己
以
外
の
者
に
運
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
を
自
己
以
外
の
者
に
運
用
さ
せ
た
免
許
人
等
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
無
線
局
を
運
用
す
る
自
己
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
非
常
時
運
用
人
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
、
非
常
時
運
用
人
に
よ
る
運
用
の
期
間
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
総
務
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
免
許
人
等
は
、
当
該
無
線
局
の
運
用
が
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
非
常
時
運
用
人
に
対
し
、

必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
二
の
二
並
び
に
第
八
十
一
条
の
規
定
は
、
非
常
時
運
用
人
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
免
許
人
以
外
の
者
に
よ
る
特
定
の
無
線
局
の
簡
易
な
操
作
に
よ
る
運
用
）

第
七
十
条
の
八

電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
（
無
線
設
備
の
設
置
場
所
、
空
中
線
電
力
等
を
勘
案
し
て
、
簡
易
な
操
作

で
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
無
線
局
の
運
用
を
阻
害
す
る
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
免
許
人
は
、
当
該
無
線
局
の
免
許
人
以
外
の
者
に
よ
る
運
用
（
簡
易
な
操
作
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
電
波
の
能
率
的
な
利
用
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
無
線
局
の
免
許
が
効
力
を
有
す
る
間
、
自
己
以
外
の
者
に
当
該

無
線
局
の
運
用
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
免
許
人
以
外
の
者
が
第
五
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
以
外
の
者
に
無
線
局
の
運
用
を
行
わ
せ
た
免
許
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
八
十
一
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
線
局
の
運
用
を
行
う
当
該
無
線
局
の
免
許

人
以
外
の
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
登
録
人
以
外
の
者
に
よ
る
登
録
局
の
運
用
）

第
七
十
条
の
九

登
録
局
の
登
録
人
は
、
当
該
登
録
局
の
登
録
人
以
外
の
者
に
よ
る
運
用
が
電
波
の
能
率
的
な
利
用
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
他
の

無
線
局
の
運
用
に
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
登
録
局
の
登
録
が
効
力
を
有
す
る
間
、
当
該
登
録
局
を
自

己
以
外
の
者
に
運
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
登
録
人
以
外
の
者
が
第
二
十
七
条
の
二
十
第
二
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
第
七
十
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
己
以
外
の
者
に
登
録
局
を
運
用
さ
せ
た
登
録
人
に
つ
い
て
準
用
す
る

３

第
三
十
九
条
第
四
項
及
び
第
七
項
、
第
五
十
一
条
、
第
七
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
六
条
の
二
の
二
並
び
に

第
八
十
一
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
局
を
運
用
す
る
当
該
登
録
局
の
登
録
人
以
外
の
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
六
章

監
督

（
非
常
の
場
合
の
通
信
体
制
の
整
備
）

第
七
十
四
条
の
二

総
務
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
信
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
非
常
の
場
合
に
お

け
る
通
信
計
画
の
作
成
、
通
信
訓
練
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

総
務
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
免
許
人
等
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
六
条

総
務
大
臣
は
、
免
許
人
等
が
こ
の
法
律
、
放
送
法
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き

は
、
三
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
無
線
局
の
運
用
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数
若
し
く
は
空
中
線
電
力
を
制
限
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
包
括
免
許
人
又
は
包
括
登
録
人
が
こ
の
法
律
、
放
送
法
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反

し
た
と
き
は
、
三
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
包
括
免
許
又
は
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係
る
無
線
局
の
新
た
な
開
設
を
禁

止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

総
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
登
録
人
が
第
三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
無
線
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
登
録

局
の
運
用
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
そ
の
他
登
録
局
の
運
用
が
適
正
を
欠
く
た
め
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
著
し
い

と
き
は
、
三
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
登
録
に
係
る
無
線
局
の
運
用
の
停
止
を
命
じ
、
運
用
許
容
時
間
、
周
波
数
若
し
く
は
空
中
線
電
力
を
制



限
し
、
又
は
新
た
な
開
設
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
免
許
人
（
包
括
免
許
人
を
除
く
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
無
線
局
の
運
用
を
引
き
続
き
六
箇
月
以
上
休
止
し
た
と
き
。

二

不
正
な
手
段
に
よ
り
無
線
局
の
免
許
若
し
く
は
第
十
七
条
の
許
可
を
受
け
、
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
を
行
わ
せ
た
と
き
。

三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
制
限
に
従
わ
な
い
と
き
。

四

免
許
人
が
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

５

総
務
大
臣
は
、
包
括
免
許
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
包
括
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
の
期
限
（
第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
期
限
）
ま
で
に
特
定

無
線
局
の
運
用
を
全
く
開
始
し
な
い
と
き
。

二

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
そ
の
包
括
免
許
に
係
る
す
べ
て
の
特
定
無
線
局
の
運
用
を
引
き
続
き
六
箇
月
以
上
休
止
し
た
と
き
。

三

不
正
な
手
段
に
よ
り
包
括
免
許
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
八
の
許
可
を
受
け
、
又
は
第
二
十
七
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
を
行
わ
せ
た
と

き
。

四

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く
は
制
限
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
に
従
わ
な
い
と
き
。

五

包
括
免
許
人
が
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

６

総
務
大
臣
は
、
登
録
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

不
正
な
手
段
に
よ
り
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
又
は
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
の
三
十
第
一
項
の
変
更
登
録

を
受
け
た
と
き
。

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
若
し
く
は
制
限
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
制
限
若
し
く
は
禁
止
に
従
わ
な

と
き
。

三

登
録
人
が
第
五
条
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

７

総
務
大
臣
は
、
第
四
項
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
五
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
免
許
の
取
消
し
を
し
た
と
き
並
び
に
前
項
（
第
三

号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
当
該
免
許
人
等
で
あ
つ
た
者
が
受
け
て
い
る
他
の
無
線
局
の
免
許
等
又
は
第
二
十
七
条

の
十
三
第
一
項
の
開
設
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
六
条
の
二
の
二

総
務
大
臣
は
、
登
録
局
の
う
ち
特
定
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
が
著
し
く
多
数
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
登
録
局
が
更
に
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
無
線
局
の
運
用
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
定
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
登
録
局
の
登
録
人
に
対
し
、
そ
の
影
響
を
防
止
す

る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登
録
に
係
る
無
線
局
を
新
た
に
開
設
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
又
は
当
該
登
録
人
が
開
設
し
て
い
る
登
録
局
の
運
用
を
制



限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
一
条

総
務
大
臣
は
、
無
線
通
信
の
秩
序
の
維
持
そ
の
他
無
線
局
の
適
正
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
免
許
人
等
に

対
し
、
無
線
局
に
関
し
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。


